
「多国籍企業論」 と 「国際経営論」の境界線

ライセンシングの理論的位置付けの観点から

關 智 一・

1は じ め に

我が国において,い わゆる"国 際ビジネス(internationalbusiness)"を テー

マ とする学問体系 には,「多国籍企業論」 と 「国際経営論」の二つが存在 して

いる。両者は専門の講義科 目として,多 くの経済 ・経営 ・商学系の大学や大学

院に存在 している。そ して,両 者はその名称の違いが表す ように,そ れぞれが

独立 した学問体系であ り,ま た別個の講義科 目である。 しかし,両 者が取 り扱

う題材 として,多 国籍企業(multinationalcorporation:MNC)を 中心に位置

付 けている点において,大 きく共通性 を有 している。では,そ の内容における

両者の決定的な違いとは,一 体 どのような ものであろうか。

本稿では,こ うした問題関心の下,「 多国籍企業論」 と 「国際経営論」の差

異について,私 論を展 開する。具体的には,両 者の境界線を明確 にする一つの

目安 として,本 稿では"ラ イセンシング(1icensing)に 対する理論的な位置付

け"に 注 目している。すなわち,本 稿の考察を簡潔に言い表すとすれば,ラ イ

セ ンシングの理論的位置付けか ら,「多国籍企業論」 と 「国際経営論」の境界

線を明らかにすること,で ある。

2国 際ビジネス研究の二大体系 一 「多国籍企業論」と 「国際経営論」

(1)「 多国籍企業論」という学問体系

「多国籍企業論」 という言葉か ら真っ先に連想 されるのは,や はり多国籍企
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業 研 究 の 開祖Hymer(1976)の 著 書TheInternational()peralionsofNation-

alFirms'AStuめyofDirectForeignInvestmentの 邦 訳 で あ る 『多 国籍 企 業 論 』

で あ ろ う。 宮 崎 義 一 氏 に よ る この 邦 訳 は,岩 波 書 店 よ り1979年 に第1刷 が 発 行

され て い る が,1999年 に第3刷 が 新 た に 発 行 さ れ る な ど,現 在 も多 国籍 企 業 研

究 の 基 本 的 文 献 と して,多 くの 読 者 の興 味 を惹 きつ け て止 まな い 。

しか し,そ の 後 のBuckleyandCasson(1976),Dunning(1979),Rugman

(1981),Rugman,LecrawandBooth(1985)ら の 内 部 化 理 論(theinterna-

lizationtheory)の 台 頭 に よ り,急 進 的 なHymerの 主 張 は 多 国 籍 企 業 研 究 の

メ イ ンス トリー トか ら次 第 に外 れ て い くこ と と な る 。 そ して現 在 で は,よ り経

済 理 論 と して 精 緻 化 さ れ た 取 引 コ ス ト(transactioncost)ア プ ロー チ を利 用

した,前 述 の 内 部 化 理 論 が 我 が 国 にお け る 「多 国籍 企 業 論 」 の 中 心 的 な理 論 体

系 と して 位 置 付 け ら れ て い る。

と こ ろ が,こ う した 理 論 変 遷 を経 な が ら も,Hymer理 論 お よ び 内 部 化 理 論

が 一 貫 と して 分 析 の 起 点 に 据 え て き た テ ー マ と は,「 なぜ 企 業 が 多 国 籍 化 す る

の か?」,と い う一 見 単 純 な 問 題 で あ っ た 。 す な わ ち,か つ て の 英 国 企 業 が 中

心 に 行 っ て き た 海 外 証 券 投 資(foreignportfolioinvestment)に 替 わ り,1960

年 代 以 降 に 急 増 した 米 国 企 業 に よ る 海 外 直 接 投 資(foreigndirectinvestment

:FDI)の 理 論 的 な 解 明 で あ っ た。

Hymerは,1960年 代 以 降 の 米 国 企 業 の 多 国 籍 化 の説 明 と し て,米 国 企 業 が

有 す る 「優 位 性(advantages)」 を利 用 し て グ ロ ーバ ル に そ の 報 酬 を掻 き集 め

る 際 に,輸 出(export)や 前 述 の ラ イ セ ン シ ン グ で は 「市 場 の 不 完 全 性

(imperfectioninthemarket)」 を 回 避 し得 ず,そ れ を 克 服 す る 「制 度 上 の工

夫(institutionaldevice)」 と して 株 式 支 配 に よ るFDIが 必 要 と さ れ た,と 説

く(Hymer,1976)。 す な わ ち,Hymerは,米 国 企 業 の 優 位 技 術 を利 用 して

海 外 収 益 を あ げ る 際,グ ロ ー バ ル な専 有(appropriation)の 実 現 手 段 と して

FDIが 最 適 で あ る,と の 見 解 に至 っ た と考 え られ る 。

一 方
,内 部 化 理 論 で は,1960年 代 以 降 の 米 国 企 業 の 多 国 籍 化 の説 明 と して,

Coase(1937)のTheNatureoftheFirmに お い て 描 か れ た,市 場 取 引 に か
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かる費用 と企業の関係に関す る考え方を取 り入れ,Hymer同 様に 「市場不完

全性(marketimperfections)」 の存在を強調する。つまり,現 実の市場には様々

な取 引 コス トが存在 す るた め,「 公共財(publicgoods)」 として の 「知 識

(knowledge)」 はそこでは価格設定が効率的に行 われず,結 果 として米国企

業はグローバルな専有機会を逸 してしまう,と い うのである。 こうして内部化

理論では,自 らの保有す る知識を 「内部化(internalization)」 し得るFDIこ

そが,米 国企業が選択すべ き 「外国市場参入方式(themethodsofservicing

foreignmarkets)」 となる,と 説 く(Rugman,LecrawandBooth,1985)。

ここか ら,ま さに 「多国籍企業論」 とは,FDIの 動機分析そのものをその

理論的な中心課題としている学問体系であることが理解できる。そ して我 々は,

至極当然の事柄 のように思われるが,多 国籍企業 とはFDIを 行 う企業 を意味

するという,「多国籍企業論」における基本的命題の存在を理解することとなる。

例えば,我 が国における 「多国籍企業論」のスタンダー ド・テキス トの一つ

である,江 夏健一 ・首藤信彦編著(1993)『 多 国籍企業論』八千代出版,に は

次のような一文がある。

「多国籍企業 とは,国 連が採択 した広義の定義によれば,2力 国,ま たはそ

れ以上の国々に直接投資 を行っている企業である(江 夏 ・首藤,1993,9頁 〉。」

つ まり,こ こまでの考察か ら,少 な くとも我が国における 「多国籍企業論」

という学問体系 は,そ の中心的な理論的課題 としてFDI分 析 を位置付 けてお

り,そ の根拠には多国籍企業の定義を 「直接投資を行っている企業」としてい

る点を指摘することがで きる。「多国籍企業論」が 「海外直接投資論」 と同一

視される所以が,こ こにある。

くり返しになるが,「多国籍企業論」の世界において,ま さに多国籍企業 とは,

FDIを 行っている企業そのものを意味 しているのである。

(2)「 国際経営論」という学問体系

一方
,「国際経営論」 という学問体系では,必 ず しもその分析の中心 は伝統

的な株式支配によるFDIを 行う多国籍企業に限られてはいない。「国際経営論」
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とは,そ の名の示す とお り,国 際経営を分析対象 としてお り,ま たそこでの国

際経営 とは,「 国境をこえる経営」あるいは 「国境をまた ぐ経営」 を意味して

いるとされる(吉 原,2002)。

では,そ うした国際経営の活動とは,具 体的にどのようなものを指 している

のか。我が国における現時点(2002年5月 現在)で の最新の国際経営の体系書

である,吉 原英樹編著(2002)『 国際経営論への招待』有斐閣ブックス,に よ

れば 「国際経営活動」 とは,以 下の ものを指す とされる。

「日本から海外に出てい くものとしては,輸 出,海 外生産,技 術供与(ラ イ

センシング)の3つ が主要なものである。…(中 略)… 逆に,海 外か ら日本に

入れる経営の国際化の主要なものとしては,輸 入,技 術導入,外 国企業 との国

内合弁の3つ がある(吉 原,2002,4頁)。 」

つま り,「国際経営論」では,こ れ らの国際経営活動全般をその分析範囲と

していることか ら,必 ず しもその分析の中心 は,FDIを 行 うことによって存

在 し得た多国籍企業だけにとどまらない,と いう訳である。少な くとも,輸 出

やライセンシングを行っている企業でさえも,そ れは立派な国際経営活動の範

躊に入るため,そ れ らは 「国際経営論」における分析対象 とな り得ている,と

考えられるのである。

しか し,「国際経営論」 において分析の中心 となっている企業は,や は り多

国籍企業であるとされる。では,そ こに矛盾 はないのであろうか。つまり,海

外生産以外の国際経営活動についても分析の対象 とする 「国際経営論」におい

て,何 故にFDIを 前提 とする多国籍企業がその分析の中心 として位置付 けら

れているのか。

こうした疑問に対 しては,や は り 「国際経営論」における多国籍企業の定義

について吟味する必要があるであろう。前出の吉原氏は,多 国籍企業の定義に

ついて,以 下のように述べている。

「さて,多 国籍企業の定義は多 くあるが,一 般的には,海 外に子会社や合弁

会社をもって国際的に経営活動をしている企業 を多国籍企業 ということができ

る(吉 原,2002,5頁)。 」
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吉原氏の意味するところとは若干異なると思われるが,筆 者の考えでは 「国

際経営論」における多国籍企業の定義 とは,「国際的に経営活動 をしている企業」

という部分にウェイ トが置かれてお り,必 ずしも 「多国籍企業論」のケースの

ように伝統的な株式支配によるFDIの 有無 を重要視 していない,と 理解する

ことがで きるように思われる。そうした一つの証拠 として,「国際経営論」が「海

外直接投資論」と同一線上で語 られることがほとんどない点を挙げたい。また,

こうした筆者の思惑 とは別に,そ うした 「国際経営論」における多国籍企業の

定義の伸張は,ど うや ら時代の趨勢 となっているようである。

例えば,亀 井正義氏(2001)に よれば,「 国連 も下請契約,経 営契約,タ ー

ンキー協定,フ ランチャイジング,技 術提携,及 び生産分与(productsharing)

を直接投資のノン ・エクイティ形態 として,直 接投資の一種 と見なしている」

と指摘 している。こうした国連の最新の多国籍企業の定義によれば,国 境を越

えた技術提携なども立派な 「直接投資の一種」であ り,こ うした国際経営活動

を行っている企業 も,必 然的に多国籍企業 ということになる。

また,村 山貴俊氏(1998,1999)に よるコカ ・コーラ(Coca-Cola)社 の フ

ランチャイジング(franchising)方 式による海外進出の研究や,Jones(1995)

の経営契約やフランチ ャイズ協定によるホテル会社の研究を見ても,現 在の多

国籍企業の定義が大きく変化 しつつあることが理解で きる。さらには,今 日の

「国際経営論」の代表的な論者であるBartlettandGhoshal(1992)も ,国 連

の定義に見 られるように多国籍企業そのものの概念が時代 とともに変化 しつつ

あること,そ してその一つの例 として"サ ービス多国籍企業"の 台頭 を指摘 し

ている。

ここか ら前出の疑問,す なわちFDI以 外の国際経営活動を包括する 「国際

経営論」 において,な ぜ多国籍企業がその分析の中心に位置付 けられているの

か,と いう点に関して答えるとすれば,そ れは 「国際経営論」における多国籍

企業が,伝 統的な株式支配によるFDI以 外の国際経営活動をも行い得る存在

として位置付けられているか らである,と い う結論を導 き出さざるを得ない。

つま り,「国際経営論」においては,必 ず しもFDIを 行っていない企業であ
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っても,そ の他の国際経営活動(前 述の国連によるFDIの 新定義によれば,

フランチャイジングやライセンシングもFDIと いうことになるが)を 行 って

いる企業であれば,そ れは多国籍企業 として位置付 けられている,と 考 えられ

るのである。そ して,こ うした事態は,「 国際経営論」 という学問体系が,多

様化 ・複雑化する国際ビジネスの現場を貧欲に理論化 しようとしている努力の

表れであ り,そ うした努力が結果的に多国籍企業の定義を押 し広げていった,

と考えられるのである。

しかし,こ うした多国籍企業の定義付けの部分だけでは,「 多国籍企業論」

と 「国際経営論」の明確な境界線を引 くための基準 として,い ささか不明瞭な

感は否めない。なぜな らば,こ うした多国籍企業の定義 とは,実 は学界 におい

ても未だに統一見解は出ておらず,現 在 も議論が続けられているか らである。

「多国籍企業の定義にかんしてはさまざまな考え方がある。多国籍企業の定

義をテーマに論文がい くつか書かれている。多国籍企業をどのように定義する

かは,定 義する人の目的や意図に依存 しているといえる(吉 原,2001,15頁)。 」

つまり,「多国籍企業論」と 「国際経営論」の明確な境界線を引 くためには,

こうした多国籍企業の定義ではない別の物差 しが必要ということである。そ し

て本稿では,そ の役割を 「多国籍企業論」 と 「国際経営論」におけるライセン

シングの理論的位置付 け,に 求めているのである。

)
ダ

3米 国多国籍企業によるライセンシングの実態

では,そ うしたライセ ンシングの理論的位置付けについて考察する前に,米

国多国籍企業 によるライセ ンシングの実態について見てい くこととしたい。す

なわち,1960年 代に米国において初めて近代的な多国i籍企業が誕生 して以来の,

米国多国籍企業によるライセンシング活動の歴史について概観 してみたい。

まず,ラ イセ ンシングの定義であるが,本 稿ではライセ ンシングを特許権

(patentrights)と い った知的財産権(intellectualpropertyrights)に よっ

て法的にその所有権が認め られた技術やノウハウ等の知識全般 を,実 施許諾契
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約等に よって海外 の非 関連企業へ と供与 し,そ の対価 としてロイヤルテ ィ

(royalty)等 の獲i得を目指す行為,と して位置付けている。 この場合,よ り

具体的に言 えば,供 与する側の ライセンサー(licensor)が 米国多国籍企業で

あ り,供 与 される側のライセンシー(1icensee)が 非関連の海外企業 という構

図 となる。

筆者の文献 レヴューを中心 とした研究によれば,1970年 代後半以降,米 国多

国籍企業はそのグローバルな専有活動の実現手段(=技 術管理戦略)と して,

FDIだ けでな く積極的にライセンシングを多用 し始めた,と 考えられ得る(關,

1999ab,2000abcde,2001acd,2002)。 では,そ の具体的な流れについて,簡

潔に見てい くこととしよう。

まず,Davidson(1980)やMansfield,Romeo,Schwarz,Teece,Wagner

andBrach(1982)の 研究によると,1960年 代か ら1970年 代前半にかけて,米

国多国籍企業の主要なグローバルな専有活動 の実現手段 は,FDIに よって確

立された米国本社 と海外子会社による内部市場取引であったことが証明されて

いる。そ して,こ うした内部化は,確 かに米国多国籍企業の発展に大 きく寄与

したのである。Vernon(1961)の 「プロダク トサイクル(productcycle)」

理論の登場は,こ うした当時の米国多国籍企業の圧倒的な技術優位 と専有能力

を背景としていた。いわゆる,"パ ックス ・アメリカーナ(PaxAmericana)"

の時代である。

しか し,こ うした米国企業の多国籍化の成功は,Gilpin(1975)が 指摘 し

たように,① 既存の米国産優位技術 のFDI対 象国への流出を許 し,日 本や西

欧の新興企業に技術力向上の きっかけ となる恰好の 「技術機会」 を与えてしま

い,② 既存優位技術の浪費か ら得 られる海外投資収益への依存体質の確立によ

り,米 国国内のR&D活 動や合理化が停滞 し,潜 在的なイノベーション基盤を

弱体化させてしまう,と いう負の効果をもたらしてしまう。

さらには,い わゆるFDIに よる技術管理戦略の予想以上の成功によって,

米国多国籍企業の組織 自体 も肥大化 し,そ れ故に組織の維持費が深刻な問題 と

なっていった。FordandRyan(1981)に よると,開 発すべ き技術 も巨大化 ・
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複雑化する傾向が強まり,そ こからとくに基礎研究費の回収が大 きな経営課題

であったとされる。前述の国内のイノベーション基盤の弱体化 も,こ うした状

況を一層悪化させていったのである。

こ うして,こ れ らの諸 問題 に対す る打開策 として米 国多 国籍企業 は,

Baranson(1978),Telesio(1979),菰 田文男氏(1984)に よれば,こ れ ま

での内部化を中心 とする技術管理戦略の転換 を推 し進め,FDI収 益に加 え新

たに非関連企業へのライセンシングによるロイヤルティ収入を重視 し始めたの

だという。ところが,猪 木武徳氏(1998)に よれば,こ のことは逆に米国産優

位技術の拡散を一層促進 させて しまい,結 果的に1970年 代後半には米国単独の

技術優位崩壊を決定的なものとさせてしまったとされる。

確かに,1970年 代初期のライセンシング市場は,国 際的な特許制度 自体が始

動 したばか りであったため,グ ローバルな専有手段 としてのライセンシングの

選択は,リ スク(例 えば,迂 回発明といった知識の消散 リスクなど)が 大 きい

と考えられ,ま た実際に忌避 されてきたと考えられ得る。しか しながら,筆 者

の考えでは,1970年 代後半以降には特許協力条約(patentcooperationtreaty:

PCT)と いった国際条約 も次々と締結 され始め,こ うした国際特許制度の環

境整備を背景 として,米 国多国籍企業によるライセンシングの選択は,次 第に

経済合理性 を持ち始めた,と 言うことができる(關,2001b)。

例えば,こ うした事実 を証明するものとしてFrame(1983)やBertinand

Wyatt(1988)の 研究がある。彼 らの分析 によれば米国多国籍企業 は,ラ イ

センス契約時には自らの有利な 「制限条項(restrictions)」 を付与することで,

巧みにライセンシングが有するリスクを低減 させた り,PCTと いった国際特

許制度の整備を受けて,「 国際特許出願(internationalapplication)」 を最大限

に利用 し国際的な特許包囲網 を張 り巡 らした りと(図1参 照),現 実にはした

たかにライセンシングをグローバルな専有の実現手段 として活用 していた,と

される。
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1一 米国 ロ その他 →一米国の割合1

(出 所)PCT各 種 資 料(URLhttp://www,wipo.int/pct/en/access/news.htm)

よ り筆 者 作 成 。

図1PCT国 際 特 許 出 願 件 数 に 見 る 米 国 の 割 合

こ う し た 流 れ を 受 け て,米 国 は1985年 以 降 の プ ロ ・パ テ ン ト政 策(pro-

patentpolicy)を 実 現 し,米 国 多 国 籍 企 業 の い わ ゆ る グ ロー バ ル な特 許 戦 略

(patentstrategy)が,そ の 後,世 界 中 を席 巻 す る こ と とな る の で あ る 。 そ し

て,今 日の プ ロ ・パ テ ン ト時代 にお い て は,グ ロ ー バ ル な専 有 の 実 現 手段,あ

る い は 国 際 経 営 活 動 の 選 択 肢 と して,ラ イ セ ンシ ン グ の実 効 性 は世 界 的 に も高

く評 価 さ れ る こ と とな っ た の で あ る。

4「 多国籍企業論」と 「国際経営論」の境界線

では,こ うした米国多国籍企業の ライセンシングの実態を踏まえて,「 多国

籍企業論」 と 「国際経営論」それぞれのライセンシングの理論的位置付けにつ

いて,具 体的に比較考察することとしたい。
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(1)「 多国籍企業論」におけるライセンシングの理論的位置付 け

筆者 は別稿 において,多 国籍企業理論(thetheoryoftheMNE,MNC)の

一般理論 と称 される内部化理論,な かで もレディング学派(readingschool)

の内部化理論 におけるライセ ンシングの理論的位置付 けについて,既 に考察を

行 っている(關,1999b,2001b)。 そ して,同 論文 において も引用 したRug-

manの ライセンシングの関する記述か らは,ま さに我が国の 「多国籍企業論」

におけるライセンシングの理論的位置付けが,容 易に理解 し得ると考えられる。

なぜ ならば,我 が国の 「多国籍企業論」において,そ の中心的な理論 とは長 ら

く内部化理論その ものであったからである。

「要するに,ラ イセンシングは,海 外市場へのアクセスが制限されていると

きに行われ,そ の市場可能性がFDIを 保証するには十分ではなく,ま たFDI

に先がけての市場 テス ト戦略を行 うにも十分ではなく,あ るいは国際市場 に対

す る企 業 の参入 が制 限 され てい る と きに,ラ イセ ンシ ング は行 わ れ る

(Rugman,LecrawandBooth,1985,p.95;邦 訳,121頁)。 」

「多国籍企業 というものは,初 めか らライセ ンシング契約を結ぶことによっ

て自らの企業特殊的優位性 を消散 してしまうような危険を冒す ようなことはし

ない。その代わ り,多 国籍企業 とは実際,そ うした優位性がほとんど失われた

ような時,す なわち標準化 された製品の生産段階では,ラ イセンシングを好む

傾向にある(Rugman,1980,p.24)。 」

「契約提携措置は,理 論的には交渉可能なもの となっているが,実 際には,

外国市場向け供給方式 としては,多 国籍企業の内部市場の方が優れている。対

外直接投資によれば,誤 った価格づけという問題を回避でき,し たがって,リ

スクをも免がれる。特許は,国 際的に十分な強制力を持たない。そこで,多 国

i籍企業の方が優れた方式 となる(Rugman,1981,pp.70-71;邦 訳,58頁)。 」

つ まり,こ れらの記述か ら明 らかなように,我 が国の 「多国籍企業論」にお

けるライセンシングの理論的位置付 けとは,外 国市場参入方式 としてはFDI

のセカン ド・ベス ト(secondbest)と いうだけでなく,グ ローバルな専有活

動の実現手段 としてさえも,ほ とんど評価 されていないのである。それは,む
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しろ多国籍企業の理論体系において,は じめから分析の対象か らも外 されてい

るかのようである。

しか し,近 年では欧米での国際戦略提携(internationalstrategicalliance)

に関す る議論の高まりを受け,我 が国で も長谷川信次氏が1998年 に 『多国籍企

業の内部化理論 と戦略提携』 を記 し,こ れに竹田志郎氏(1992,1998)や 徳田

昭雄氏(2000)に よる実証的な国際戦略提携研究の成果が補完され,現 在では

我が国の 「多国籍企業論」におけるライセンシングに対す る認識は,劇 的に変

化 しつつある。

「多国籍企業論において企業が多国籍化する動機を説明する場合 ,こ れまで

は,提 携 は海外直接投資に次 ぐ,次 善の策であるとの見方が一般的であった。

とりわけ多国籍企業論の りひとつである内部化理論では,ラ イセンシングや提

携は優位性の消散リスクがあると指摘 し,所 有権による支配力を行使 して資源

の効率的な調整 を可能 とする海外直接投資のメリットを強調する。 しか しなが

ら,現 実の多国籍企業は,完 全所有子会社の設立や買収 といった内部化を志向

する行動だけにとどまらず,ラ イセンシングや合弁会社の設立などといった行

動を弾力的に併用しながら,企 業全体の価値 を高めるべ く戦略的に行動 してい

る(安 田,2002,131～132頁)。 」

ところが,こ うした一連の議論 も,そ の中身を吟味すれば実際は純粋な意味

でのライセンシングを指 した ものではなく,い わば 「共同開発」や 「クロス ・

ライセンス」 といった国際的な 「企業間の協力関係」 としての国際戦略提携 を

分析対象 としたものとなっている(長 谷川,1998)。 そ してその意味では,厳

密には 「多国籍企業論」の理論体系 において,未 だにライセ ンシングの位置付

けは,か つての伝統的な内部化理論のそれと根本的には変化 していない,と 結

論付 けられるのである(關,2001b)。

(2)「 国際経営論」におけるライセンシングの理論的位置付 け

一方
,「 国際経営論」におけるライセンシングの理論的位置付 けについて見

ると,我 が国では未だその実効性 を積極的に評価する記述は少ないものの,一
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連 のPorter(1985,1986)の 著 作 で は 前 出 の 国 際 戦 略 提 携 と と も に,「 グ ロ ー

バ ル戦 略(globalstrategies)」 の 重 要 な キ ー ワー ド と され て い る。

例 え ばPorter(1986)は,Fullerと と も に 記 し たCo〃zpetitioninGlobal

Industriesの 中 のCoalitionsandGlobalStrategiesと い う章 で,こ れ まで の 「提

携(=ラ イ セ ン シ ング)」 に 関 す る先 行 研 究 が,「 企 業 間契 約 を作 成 し管 理 す る

こ との 実 務 上 ま た は 契 約 上 の 困 難 さ に 極 度 の 関心 を もっ て い た 」 と し,「 提 携

が 他 の もの との 関係 の ない 単 独 の 選 択 肢 と見 な され て い る」点 を批 判 し て い る 。

つ ま り,Porterに よ る と,ラ イ セ ン シ ン グ は 「企 業 の グ ロ ーバ ル戦 略 との 関

係 にお い て の み 理 解 され る もの 」 で あ る と さ れ,伝 統 的 な 内 部 化 理 論 に よ る理

解 で は捉 え切 れ な い存 在,と され て い る の で あ る。

我 が 国 で も,鈴 木 洋 太 郎 氏(1991)が,「 ラ イ セ ン シ ン グ な どの 企 業 提 携 は,

互 い に,企 業 活 動 の グ ロー バ ル な 配 置 と調 整 を達 成 す る た め の1手 段 で あ り,

知 識 消 散 コス ト とい う側 面 だ け で は と ら え き れ な い」 と し,や は りRugman

らの 内 部 化 理 論 に お け る ラ イ セ ン シ ン グ の 理 論 的 位 置付 け に つ い て 批 判 して い

る 。

そ して,や は りPorter(1985)が,ComψetitiveAdvantage-CreatingandSus-

tainingSmperiorPerformanceの 中 で,今 度 はFDIよ り も ラ イ セ ン シ ン グ を 選

択 した 方 が 「戦 略 的 に 望 ま しい」 ケ ー ス に つ い て 明確 な 言 及 を行 っ て い る(表

1参 照)。 そ の 内 容 は,か つ てRugmanが 指 摘 した よ う なFDIの セ カ ン ド ・

ベ ス トとい っ た も の で は な く,特 許 効 力 に依 拠 した ライ セ ンシ ング そ の もの の

実 効 性 を積 極 的 に 認 め た もの と な っ て い る(關,2000b)。 そ して,こ う した

Porterの 研 究 の裏 付 け と な っ て い る の が,米 国 多 国 籍 企 業 を代 表 す るIBM社

やMicrosoft社,TexasInstruments社 の ラ イ セ ン シ ング 実 績 で あ った こ とは,

間違 い ない 。 各 社 と も,そ の ロ イ ヤ ル テ ィ売 上 高 は,年 間 何 十 億 ドル に も達 し

て い る と さ れ る 。

近 年,こ う した ラ イ セ ン シ ン グ に消 極 的 で あ っ た と され る 日本 多 国籍 企 業 も,

よ うや くラ イ セ ン シ ング を国 際 経 営 活 動 の 一 つ と して認 識 し始 め,い わ ゆ る 「技

術 外 販 」 とい う形 で ラ イ セ ン シ ング 市 場 に参 入 を果 た して い る。 日立 製 作 所 が
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表1ラ イセンシングが推奨される条件

・自分 の力 で は技 術 を活 用で きない とき

・手 の届 か ない市 場 を 開拓 した い とき

・技 術 の標準 化 を早 め たい と き

・業 界構 造 に魅力 が な い とき

・良い競 争業 者 をつ くれる と き

・QuidProQuo(=ク ロス ・ライセ ンス)

(出 所)M.E.Porter,(1985),ComψetitiveAdvαntage-CreatingandSusininingSu-

periorPerformance,TheFreePress,pp.191-192.(土 岐 坤 ・中 辻 萬 治 ・小

野 寺 武 夫 訳 『競 争 優 位 の 戦 略 一 い か に 高 業 績 を持 続 させ る か 』 ダ イ ヤ モ ン

ド社,1985年,237～239頁,に 筆 者 一 部 修 正 。)

自社 の研究開発部門に対 し,「開発 した新技術 を直接外部の企業 に販売する権

限」 を与えたケースがそれにあたる(「 日本経済新聞」2000年8月16日 付)。

同社 は,実 際にDVD関 連技術を台湾メーカーに販売 し,今 後,毎 年十数億

円をロイヤルティ収入として受け取る見通 しだという(「 日本経済新聞」2000

年9月9日 付)。 また,同 社の2000年 度の技術料収支は,こ うしたライセ ンシ

ング戦略によって,340億 円の黒字を記録 している(「 日本経済新聞」2001年2

月24日 付)。 最近の例では,生 産委託先の囲い込みの観点か ら,日 立製作所や

東芝 といった家電大手が,中 国企業に中核技術のライセンス供与を行うことを

決定している(「 日本経済新聞」2002年5月8日 付)。 日本多国籍企業のライセ

ンシング戦略は,も はや珍 しいものではなくな りつつある。

こうした実体経済の動 きを受けて学界方面でも,我 が国における 「社会科学

の総合理論雑誌」を自負する組織学会編集の 『組織科学』第35巻 第3号 におい

て,「組織化 される特許戦略」 と題す る特集が組 まれ,林 悼史氏(2002)が 米

国多国籍企業を代表するIBM社 の「グローバルなライセンシング ・ネッ トワー

ク」について論 じている。

そして,こ のような数々の事例からも明らかなとお り,世 界的なプロ ・パテ

ント化の流れとともに,国 際ビジネスの現場を映 し出す鏡 としての 「国際経営

論」 は,や は りこうした特許効力に依拠 したライセ ンシングに対 し,正 当な理

論的位置付けを与えていると言える。実体経済を貧欲 に分析対象へ と取 り込み,
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実証研究によって理論化を図ろうとする 「国際経営論」の学問体系 としてのダ

イナ ミズムは,FDIだ けでな くライセンシングの実態 さえも網羅 し得るので

ある。

蛇足であるが,前 出の亀井氏(2001)に よれば,Kogut(1990)やHed-

lund(1993)ら の組織論 をベースとした国際経営研究では,伝 統的なFDI理

論か ら脱皮 した新たな多国籍企業の生存 ・成長理論として,グ ローバル ・ネッ

トワークに代表 される多国籍企業その ものの 「多国籍性(multinationality)」

に競争優位の源泉 を見出す分析視角 を提示 しているという。つまり,「国際経

営論」では,着 実に多国籍企業に関する研究において,伝 統的な 「多国籍企業

論」が論 じてきた内容を,独 自の視点で塗 り替えつつあるのである。こうした

例か らも,国 際ビジネス研究における 「国際経営論」の台頭の理由が,読 み取

れると思われる。

5お わ り に

本稿では,国 際 ビジネス研究の二大体系である 「多国籍企業論」 と 「国際経

営論」について,そ の学問体系 としての具体的な差異 を,外 国市場参入方式あ

るいはグローバ ルな専有手段 としてのライセ ンシングの理論的位置付 けに求

め,私 論を展開してみた。本稿の考察については,多 くの批判が予想 されるが,

少なくとも筆者は 「多国籍企業論」 と 「国際経営論」の境界線 を明 らかにする

一つの 目安 として,や はり両者 におけるライセ ンシングの実効性の理論的認否

という点を想定 し得る,と 考えている。

すなわち,ラ イセンシングを国際ビジネスの一環 として理論的に位置付け得

るのが 「国際経営論」であ り,位 置付け得ないのが 「多国籍企業論」である,

という結論である。そ して,事 実,ラ イセンシングの存在を無視 し続ける 「多

国籍企業論」では,現 在の多様化 ・複雑化する多国籍企業の国際経営戦略の実

態,と くにライセンシングか ら派生 した国際戦略提携やアウ ト・ソーシング

(outsourcing)と いった,新 たな外的成長(externalgrowth)の 流れを体現
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する技術戦略の側面を上手 く説明し得ず,む しろそうした新潮流に柔軟に対応

し得る 「国際経営論」に,国 際ビジネス研究の理論 として押されつつある。

では最後 に,「多国籍企業論」の再生 を理論的に図る上で,筆 者が とくにラ

イセンシングとの関連性から必要であると考えている点について,い くつか述

べておきたい。

まず,前 出のHymerやKindleberger(1969)が その著作の中で,ラ イセ

ンシングの取 り扱いについて慎重な姿勢を取っていた点について指摘 したい。

すなわち,彼 らがライセンシングの理論的位置付 けについて,ケ ーススタディ

の必要性 を説いたままで分析 を終えてお り,この点をどのように理解すべ きか,

という問題が実は残されたままなのである。

「対外事業活動の説明において優位性が果す役割を研究するためには,わ れ

われは,企 業が技術提携の意思決定に至るい くつかの側面について検討 してお

かなければならない。われわれは完全な分析を試みるつ もりはない。ただ今後

の議論において重要な若干かの側面を指摘するにとどめる(Hymer,1976,p.47

;邦 訳,40頁)。 」

次に,坂 木雅彦氏(1985)の 分類によれば 「おもに経営テクニ ックの側面か

ら効率性を追求する」ための,い わゆる 「ビジネス ・スクール的アプローチ」

に属する多国籍企業理論学派があるが,そ こに分類されるであろうRobinson

(1967,1984)やKolde(1968)ら の著作 を見ると,実 は特許効力 に依拠 し

たライセンシングに対する積極的な評価を記 した箇所が見受けられる。 また,

同様 なケースとして,Fayerweather(1969)も,ラ イセ ンシングに関する肯

定的な記述 を残している。こうした内部化理論学派ではない多国籍企業研究ア

プローチにおいて,ラ イセ ンシングへの肯定的な意見が述べ られている点につ

いて,や はり再検討する必要があると言えよう。

つ まり,こ うしたライセンシングの理論的位置付けに関する,様 々な再検討

の必要のある点について,従 来の 「多国籍企業論」がどのように説明を行い,

また自らの理論に包摂 してい くのか。こうした点こそが,今 後の 「多国籍企業

論」の再生の鍵 となる,と 筆者は考えている。そ して,実 はこうした問題提起
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は,そ のまま筆者 自身への問い掛けでもあ り,こ れ らの問題については自らの

今後の研究課題でもある。
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